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特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 
 

標記については、本日、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号)の規定に基づ

き、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)が公布され、平成20年４月１目よ

り適用されることとなったところであるが、保険医療機関等からの届出を受理する際には、下記の事

項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のな

いよう特段の御配慮を願いたい。 

なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成18年３

月６目保医発第0306003号)は、平成20年３月31目限り廃止する。 

 

第19 検体検査管理加算(Ⅰ) 

１ 検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準 

検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準のうち(３)から(６)までのすべてを満たしていること。 

２ 届出に関する事項 

(１)検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式22を用いること。(「１ 臨床

検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」を除く。) 

(２)「３ 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託

業者から提供されているものを除く。 

第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ) 

１ 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準 

(１)臨床検査を担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。なお、臨床検査を担当する医

師とは、検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用

いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。 

(２)検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準のうち(３)から(６)までのすべてを満たしていること。 

２ 届出に関する事項 

(１)検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式22を用いること。 

(２)「３ 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託

業者から提供されているものを除く。 

第20 検体検査管理加算(Ⅲ) 

１ 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する施設基準 

(１)臨床検査を専ら担当する常勤の医師が１名以上、常勤の臨床検査技師が４名以上配置されてい

ること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の

補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管

理についても携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。 
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(２)院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていないこと。 

(３)次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。 

ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査 

イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの 

総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレア

チニン・フォスフォキナーゼ(CPK)、Na及びCl、K、Ca、グルタミック・オキサロアセティッ

ク・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルピック・トランスアミナーゼ〔GPT)、

血液ガス分析 

ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの 

ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験(直接、間接) 

エ 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの 

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のもの)に限る。 

(４)定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。 

(５)外部の精度管理事業に参加していること。 

(６)臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。 

２ 届出に関する事項 

(１)検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添２の様式22を用いること。 

(２)「３ 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託

業者から提供されているものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[記載上の注意] 

１「１」の常勤医師の経歴(臨床検査担

当の経験、勤務状況等がわかるもの)

を添付すること。なお、当該医師の

勤務状況がわかる書類については、

当該医師の所定労働時間のうち、検

体検査の判断の補助や検体検査全般

の管理・運営に携わる時間がわかる

ものであること。 

２「２」について、緊急検査を常時実

施できる体制についての資料(従事

者の勤務状況など具体的にわかるも

の)を添付すること。 

３「３」について、検査項目により器

具・装置等が変わる場合は検査項目

ごとに器具名を記載すること。 

４「４」について、臨床検査の精度管

理の実施状況の資料(実施責任者名、

実施時期、実施頻度など実施状況が

具体的にわかるもの)を添付するこ

と。 

５「６」について、委員会の運営規定

を添付すること。 
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第１節 検体検査料 

 

第１款 検体検査実施料 

 

時間外緊急院内検査加算 

(１)時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診

療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊

急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保

険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定で

きる。 

なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。 

(２)同一患者に対して、同一目に２回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の

検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)も、１日につき１回のみ算定する。 

(３)現に入院中の患者については算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した,

患者に対し、検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限り

ではない。 

(４)緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について、通常の診察

のみでは的確な診断が困難であり、かつ、通常の検査体制が整うまで検査の実施を見合わせるこ

とができないような場合をいう。 

 

外来迅速検体検査加算 

(１)外来迅速検体検査加算については、当目当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日

中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、５項目

を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ５点を加算する。 

(２)以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず・実施した検

査項目数に相当する点数を加算する。 

区分番号「DOO6」出血・凝固検査の注の場合 

区分番号「DOO7」血液化学検査の注の場合 

区分番号「DOO8」内分泌学的検査の注の場合 

区分番号「DOO9」腫瘍マーカーの注２の場合 

区分番号「DO10」特殊分析の「５」アミノ酸定量の「ロ」の場合 

区分番号「DO13」肝炎ウイルス関連検査の注の場合 

区分番号「DO14」自己抗体検査の注の場合 

例 患者から1回に採取した血液等を用いて区分番号「DOO9」腫瘍マーカーの「２」の癌胎児性抗

原(CEA)精密測定と「６」のCA19-9精密測定を行った場合、検体検査実施料の請求は区分番号

「DOO9」腫瘍マーカーの「注２」の「イ」２項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行った検

査項目数が２項目であることから、エ０点を加算する。 

(３)同一患者に対して、同一目に２回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、１日につき

５項目を限度に算定する。 

(４)区分番号「AOO2」外来診療料に含まれる検体検査とそれ以外の検体検査の双方について加算す

る場合も、併せて５項目を限度とする。 

(５)現に入院中の患者については算定できない。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速に実施

した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りではない。 

 

 

 


